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宇陀市過疎地域持続的発展計画 

 

１．基本的な事項 

 

（１）市の概況 

  ア 自然的、歴史的、社会的、経済的条件の概要 

【自然的条件】 

本市は、奈良県の北東部に位置し、北は奈良市、山添村、西は桜井市、南は吉野町、

東吉野村、東は曽爾村、三重県名張市に接している。市の総面積は２４７．５０㎢で、

県全体の６．７％を占めている。 
また、大和高原とよばれる高原地帯に位置しており、一定の平野部を有しているもの

の、山間部にも集落等が点在している。土地利用の状況は、山林が全体の約７２％を占

めており、宅地は約４％に過ぎない。 
気候は、内陸性気候であり、冬は季節風の影響を強く受けるため寒さが厳しい一方で、

夏は冷涼である。降水日数も多く、年間降水量は約１,５００ｍｍとなっている。 
 

【歴史的条件】 

 平成１８年１月１日に奈良県宇陀郡を構成していた６町村の内、旧大宇陀町・旧菟田

野町・旧榛原町・旧室生村の４町村が合併し「宇陀市」が誕生した。 

 平成２９年４月１日には、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律の施行

に伴い、宇陀市全域が過疎地域として指定された。 

以降、令和３年４月１日施行の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基

づき、引き続き宇陀市全域が過疎地域として指定を受けている。 

 

【社会的条件】 

近鉄大阪線によって、京都・大阪方面や名古屋・伊勢方面と結ばれており、また、大

阪方面から本市への自動車によるアクセスは、名阪国道針ＩＣと大阪・松原ＪＣＴ（西

名阪自動車道）が約１時間で結ばれる距離にある。 
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【経済的条件】 

 本市の経済、地域社会を支える基幹産業は、農林業である。水稲を基幹として、宇陀

牛などの畜産、農業振興に向けて推進している薬草や高原野菜の栽培などが行われてい

るが、近年、農地転用や、後継者難等による耕作放棄が進むなど、農業に衰退傾向が見

受けられる。 

また、本市の土地利用の７割以上が山林であるため、林業は重要な産業となっている。

しかし、木材需要及び木材価格の低迷により林業全体が疲弊し衰退していることで林業

の活性化対策を見いだせずにいるのが現状である。 

工業は、木材・木製品を扱う製材業が中心となっており、吉野葛をはじめとした伝統

的な食品の製造業、毛皮革産業など特徴ある伝統的な地場産業がみられるが、年々従業

員数、製造品出荷額等減少している。 

商業についても小規模小売店が多く、購買力が他市に流出しているため、年々小売販

売額や事業所数が減少している。 

本市経済は、既存の産業の活性化や新たな産業の展開など地域経済の活性化に向けた

取組を強化していくことが必要となっている。 

 

イ 過疎の状況 

本市の人口は、農林業の衰退、経済成長に伴う都市化の進展により、若年層を中心に

都市部へと流失していったため、減少が続いている。また、オイルショック以降基幹産

業である毛皮革産業等の衰退により、若年層の労働力を吸収する職場の確保が十分でな

く、より一層若年層を中心とした人口の流出が続き、少子高齢化が著しく進行している。 

特に年少・若年人口（０歳～２９歳）の減少が著しく、年少人口（０歳～１４歳）で

は、昭和５５年と令和２年を比較すると７２．０％減少している。また若年人口（１５

歳～２９歳）についても、昭和５５年から令和２年にかけて６５．５％減少している。 

一方、高齢者の人口状況を見ると、昭和５５年における高齢化率は１２．３％であっ

たが、平成１７年に２５％を超え、さらに令和２年には４２．０％と高齢化が進んでい

る。また、中には高齢化率が６０％を超えている地域もある。 

 こうしたことから、基幹産業である農林業や地場産業である銘木産業、毛皮革産業の

労働力の低下、後継者不足等により、地域の活力が低下するといった深刻な問題を抱え

ており、全国に誇る伝統産業・地場産業が将来へ継承できるように、新しくチャレンジ

する事業への支援・産業情報や特産品のＰＲ等が必要となっている。また、若年層が減

少していることから、本地域の積極的な魅力発信、空き家の活用による移住定住の促進

や雇用の場の創出、結婚・出産・子育て世代への魅力ある支援の充実をはじめとする少

子化対策などを実施するとともに、高齢者の生きがいづくりをはじめとする対策など、

包括的に図っていく必要がある。 
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 ウ 社会経済的発展の方向の概要 

近年の全国的な社会経済環境の影響により、農林業や商工業を取り巻く状況は厳し

く、就業人口は第３次産業へ移行しているが、産業構造の大きな変化に伴う第１次産業

や第２次産業の減少を、第３次産業で吸収しきれないことが、人口減少の主な原因であ

る。 

本市の地域経済を活性化させるためには、地域特性を活かした経済活動と雇用機会を

確保することが最も重要である。そのため、農業等生産基盤の整備や薬草・高原野菜や

宇陀牛、木材製品や毛皮革製品をはじめとする既存産業を付加価値の高い商品にすると

ともに、新たな特産品・加工品の開発や企業・人材育成の強化など、地域産業の振興を

図る必要がある。 

また、地域経済の活性化を推進するためには、農林業や商工業との連携により、本市

が全国に誇る自然、歴史、文化、景観などの豊かな地域資源を積極的に活用し、来訪者

の増加を図り交流を活発にすることが重要である。 

本市への関心や興味を持ってもらえるよう、地域の魅力を発信するとともに、様々な

イベントの開催や受け入れ態勢を整え、広く市外からの来訪者との交流を深めることが

必要である。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

① 人口の推移と今後の見通し 
本市の総人口は、平成７年までは４万人前半で推移していたものの、平成１７年には、

３７，１８３人となり、それ以降は減少傾向にある。令和２年には、２８，１２１人と

なっており、平成１７年と比較すると、９，０６２人（２４．４％）減少している。 

また、年齢階層別の推移は、昭和５５年には年少人口（０～１４歳）の割合が２１．

５％、生産年齢人口（１５～６４歳）の割合は６６．２％、老年人口（６５歳以上）の

割合は１２．３％であったたが、令和２年には年少人口の割合が８．８％に、生産年齢

人口の割合が４９．０％に低下する一方で老年人口の割合が４２．０％に上昇しており、

急速に少子高齢化が進展している。 

 国立社会保障・人口問題研究所による、令和２年の国勢調査における人口を基準とし

た本市の人口推計は、今後も減少を続け、２０３０年（令和１２年）に２２，２７２人、

２０３５年（令和１７年）には１９，５１４人となり、２０４０年（令和２２年）には

１６，８０６人にまで減少すると推計されている。この間、老年人口の割合は、２０３

０年（令和１２年）に４９．６％、２０４０年（令和２２年）には５５．０％に上昇す

ると推計されており、高齢化が進行することになる。一方、年少人口の割合は  ２０

３０年（令和１２年）には６．６％、２０４０年（令和２２年）には５．４％に、生産

年齢人口は２０３０年（令和１２年）には４３．８％、２０４０年（令和２２年）には

３９．６％に低下すると推計されている。 
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表１－１（１）人口の推移（国勢調査） 
（宇陀市） 

区分 
昭和 55 年 平成 2 年 平成 17 年 平成 27 年 令和 2 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

41,101 41,736  1.5 37,183 △10.9 31,105 △16.3 28,121 △9.6 

0 歳～14 歳 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

8,857 7,783  △12.1 4,231 △45.6 2,997 △29.2 2,481 △17.2 

15 歳～64 歳 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

27,199 27,490 1.1 23,280 △15.3 16,718 △28.2 13,770 △17.6 

  
うち 15 歳

～29 歳（a） 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

8,525 7,687 △9.8 6,153 △20.0 3,685 △40.1 2,943 △20.1 

65 歳以上 

（b） 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

5,045 6,463 28.1 9,670 49.6 11,386 17.7 11,793 3.6 

（a）/総数 

若年者比率 

％ ％ -  ％ - ％ - ％ - 

20.7 18.4   16.5  11.8  10.5  

（b）/総数 

高齢者比率 

％ ％ -  ％ - ％ - ％ - 

12.3 15.5   26.0  36.6  42.0  

※不詳データが存在するため、年齢区分の合計が総数にならない場合があります。 

 

表１－１（２）人口の見通し 
  2020 年(R2) 2025 年(R7) 2030 年(R12) 2035 年(R17) 2040 年(R22) 

宇陀市の将来展望(R7 策定) 28,121 24,994 23,451 21,766 20,028 

社人研推計準拠の人口推計 28,121 24,993 22,273 19,513 16,804 
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23,451
21,766 20,028

28,121

24,993

22,273

19,513
16,804

0

5,000
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2020年(R2) 2025年(R7) 2030年(R12) 2035年(R17) 2040年(R22)

宇陀市の将来展望(R7策定) 社人研推計準拠の人口推計(人)

 
 ※社人研公表の基礎データに基づき再計算しており、端数処理等の関係で、「日本の地域別将来推計人口」とは、若干数値が異なります。 
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 ② 産業構造の現況と今後の動向 

 （ア）産業構造の現況 

令和２年の国勢調査による本市の就業者の総数は１２，４９６人で、平成２年と比較

すると、６，９２５人の減少となっており、総人口に占める割合についても減少してい

る。就業者数の減少は若年層の流出と関連しているものと思われる。 

また、産業大分類別人口の構成では、第１次産業と第２次産業の割合が減少し、第３

次産業の割合が増加している。 

 

 （イ）産業構造の今後の動向 

 第１次産業については、地域に根ざした収益性の高い農林業の振興を図るとともに、 
加工販売・流通の促進など、経営力のある生産体制を強化し、６次産業化を推進する必

要がある。また、本市にゆかりのある薬草を活用した農業の活性化を図る。 
 第２次産業については、創業、企業立地を促進するとともに、情報基盤の整備などを

進め、企業の経営の近代化や技術開発を支援し、地域経済の成長と雇用の場を創出する

必要がある。 
 第３次産業については、地域住民の日常的な生活の場である商店街の再生・活性化に

向けた取り組みを進めるとともに、本市の特色を活かした新たな産業が生まれる工夫を

する必要がある。 
 
表１－１（３）産業別人口の動向（国勢調査） 
（宇陀市） 

区分 
昭和 55 年 平成 2 年 平成 17 年 平成 27 年 令和 2 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

19,337 19,421  0.4 17,239  △11.2 13,995  △18.8 12,496 △10.7 

第一次産業 

就業人口比率 

％ ％ 
－ 

％ 
－ 

％ 
－ 

％ 
－ 

19.6 12.4  10.0  8.6  7.3 

第二次産業 

就業人口比率 

％ ％ 
－ 

％ 
－ 

％ 
－ 

％ 
－ 

29.4 30.4 24.6 21.8   21.4 

第三次産業 

就業人口比率 

％ ％ 
－ 

％ 
－ 

％ 
－ 

％ 
－ 

50.8 54.7 64.0 66.0  68.1 

※産業区分の分類が出来ないものがあるため、１００％にはなりません。 
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（３）市行財政の状況 

 ① 行財政の現況と動向 

 平成１８年１月１日に旧大宇陀町、旧菟田野町、旧榛原町、旧室生村の合併によって

宇陀市が誕生し、２０年が経過した。経常収支比率については合併直後の１０７．７％

をピークに行財政改革等により改善し、令和６年度には、普通交付税の増加などの要因

により、９３．６％と改善している。 
人件費について、合併後勧奨退職年齢の引き下げや新規採用の抑制による職員数の減

少により、総額は減少してきているが、ラスパイレス指数にあっては類似団体を上回っ

ており、令和６年度で人口１，０００人あたり職員数は本市が１２．４４人であるのに

対し、類似団体では、１０．９６人であり約１．１４倍となっている。 
また、令和６年３月に公共施設等総合管理計画を改訂し、市が保有する公共施設に関

する現状と課題を調査・分析し、計画的な維持修繕による長寿命化や施設保有量の最適

化など、保有する公共施設を最適に維持管理し、有効活用を図ることで、適切な公共サ

ービスの提供と安定した財政運営を両立させる取組を進めている。 
 公債費について、山間の過疎地域であるため、財政基盤は脆弱であり、地方債に資金

を求めてきた。近年発行総額の抑制により、公債費は減少傾向ではあるものの、負担は

非常に重たく、厳しい財政運営となっている。 
 

6



 

表１－２（１） 市町村行財政の状況 
（宇陀市）                           （単位：千円） 

区    分 平成２２年度 平成２７年度 
歳入総額 Ａ 
  一 般 財 源 
  国 庫 支 出 金 
  都 道 府 県 支 出 金 
  地 方 債 
   う ち 過 疎 債 
  そ の 他 
歳出総額 Ｂ 
  義 務 的 経 費 
  投 資 的 経 費 
   うち普通建設事業 
  そ の 他 

過 疎 対 策 事 業 費 
歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ） 
翌年度へ繰り越すべき財源Ｄ 

実 質 収 支 Ｃ－Ｄ 

２０，７１９，７０５ 
１３，５２２，００２ 

２，０７３，５４６ 
１，２１３，９０５ 
２，１１４，１００ 

３２，０００ 
１，７９６，１５２ 

２０，１５９，８１０ 
１５，３６８，９３４ 

２，１３７，４６８ 
２，０２３，９０３ 
２，６５３，４０８ 

１２１，８８１ 
５５９，８９５ 
１４９，０３０ 
４１０，８６５ 

１９，４４８，９７２ 
１３，０３１，９１４ 

２，１３９，１８９ 
９４４，８２７ 

２，４９９，９００ 
７４６，５００ 
８３３，１４２ 

１８，７５３，８７７ 
１４，３５３，６４３ 

２，５０５，８００ 
２，４２４，４３８ 
１，８９４，４３４ 
１，５３４，３０９ 

６９５，０９５ 
５２，９２７ 

６４２，１６８ 
財 政 力 指 数 
公 債 費 負 担 比 率 
実 質 公 債 費 比 率 
起 債 制 限 比 率 
経 常 収 支 比 率 
将 来 負 担 比 率 
地 方 債 現 在 高 

０．３０９ 
２７．７ 
２１．１ 
１７．５ 
９４．２ 

１９８．１ 
３２，１２６，６４３ 

０．３０４ 
２３．２ 
１６．７ 

－ 
９５．１ 

１４３．２ 
２７，１５３，３４３ 

 

7



 

表１－２（１） 市町村行財政の状況 
（宇陀市）                           （単位：千円） 

区    分 令 和 ２ 年 度 令 和 ６ 年 度 
歳入総額 Ａ 
  一 般 財 源 
  国 庫 支 出 金 
  都 道 府 県 支 出 金 
  地 方 債 
   う ち 過 疎 債 
  そ の 他 
歳出総額 Ｂ 
  義 務 的 経 費 
  投 資 的 経 費 
   うち普通建設事業 
  そ の 他 

過 疎 対 策 事 業 費 
歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ） 
翌年度へ繰り越すべき財源Ｄ 

実 質 収 支 Ｃ－Ｄ 

２２，３２６，７９１ 
１２，０３５，９１１ 

５，４３３，３３６ 
１，４０８，０５６ 
２，１５８，５００ 
１，５０７，６００ 
１，２９０，９８８ 

２２，１７４，６０９ 
１７，６２８，５８９ 

２，４５０，９０８ 
２，３１８，６３４ 
２，０９５，１１２ 
３，３８３，４５１ 

１５２，１８２ 
２１，６９９ 

１３０，４８３ 

２２，９９８，１４５ 
１２，８７９，７７９ 

２，８９０，０２６ 
１，１４０，２０５ 
３，３３１，４００ 
２，６１２，４００ 
２，７５６，７３５ 

２２，６２２，４８８ 
１５，８８１，８２９ 

３，８５５，００９ 
３，５９２，４０４ 
２，８８５，６５０ 
４，６３２，３７９ 

３７５，６５７ 
８，００８ 

３６７，６４９ 
財 政 力 指 数 
公 債 費 負 担 比 率 
実 質 公 債 費 比 率 
起 債 制 限 比 率 
経 常 収 支 比 率 
将 来 負 担 比 率 
地 方 債 現 在 高 

０．２８８ 
１８．１ 
１３．４ 

－ 
９７．０ 

１０８．６ 
２４，３１６，３４７ 

０．２７０ 
１６．８ 
１０．４ 

－ 
９３．６ 
７７．６ 

２４，４３３，３９１ 
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② 施設整備水準等の現況と動向 

本市の北側に位置する名阪国道（国道２５号）は、京阪神と中京を結ぶ自動車専用道

路であり、重要な広域幹線となっている。また国道１６５号は、本市と桜井市及び名張

市とを結び、国道３６９号は奈良市、名阪国道と本市とを結ぶとともに、松阪市へ通じ

ている。国道３７０号は、吉野・熊野方面へ、国道１６６号は、本市と桜井市を結ぶと

ともに、伊勢方面へ向かう幹線道路となっている。 

これらの国道は主要地方道、一般県道、広域農道等によりネットワークがなされてい

るが、市街地部、山間部ともに未整備区間が多く、地域間のアクセスは十分とはいえな

い状況にある。また、市道についても改良率は低い状況にある。 

公共交通は、鉄道を基幹としつつ、市内各地域を連絡する路線バスおよびコミュニテ

ィバス・デマンド型交通のほか、地域コミュニティ運行により構成されているが、乗客

数の減少をはじめ公共交通を取り巻く状況は年々大きく変化している。 

鉄道については、近鉄大阪線が本市を東西に横断しており、本市内には３駅が設置さ

れている。榛原駅は大阪方面への交通条件が良く、大阪都市圏への通勤・通学の拠点駅

として利用されているが、室生口大野駅、三本松駅は駅員が無配置となっており、乗降

客も減少している状況である。 

主要駅周辺の一部地域を除き、公共交通の主な担い手は路線バスと地域内交通であ

り、路線バスにおいては、市が赤字補填を行っているのが現状である。 

水道については奈良県と本市を含む県内２６市町村が水道事業等を連携して共同処

理するため令和６年１１月に奈良県広域水道企業団（以下「企業団」という。）が設立

された。本市の水道の普及率は、市全体では８９．９％となっているが、全国平均より

も低い状況であり、水道未普及地域の解消と家庭用井戸水から水道水への転換推進に向

け企業団への働きかけが必要である。一方、宇陀市全体の下水道水洗化率について、公

共・特環合わせて下水道の整備により９０．８％となっている。 

また本市には、２次医療病院の公立病院が１施設、民間病院が１施設、また１次医

療機関（診療所・クリニック）が１４施設、歯科診療所が１１施設、開業して医療サ

ービスを展開している。しかし地域によれば、１地域に１次医療施設が１施設しかな

い医療希薄地域もある。本市は「医療の空白」を解消するため、令和４年５月に移動

診療車を導入した。今後とも市内全地域に対して、地域包括ケアの推進及び、医療提

供体制の充実が必要と考えられる。 

高齢者等が介護保険を利用できる施設として市内には、民間介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム）が６ヶ所、公立介護老人保健施設が１ヶ所、認知症対応型グループホ

ームが４ヶ所あり、その他にも、デイサービス等介護保険に関係する事業所も多数あり、

介護保険事業に係る施設整備ができている。 

情報基盤の整備については、ケーブルテレビ網の整備により地域間の情報通信格差は

解消している。これにより自主放送番組を視聴できる環境が整い、行政情報をはじめ、

地域情報や災害情報を提供することが可能になっている。デジタル社会の実現に向け、

一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことで、多様な幸せが実現できる社会を目

指していきたい。 
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表１－２（２）主要公共施設等の整備状況 
（宇陀市） 

区   分 
昭和５５ 

年度末 

平成２ 

年度末 

平成１２ 

年度末 

平成２２ 

年度末 

市 町 村 道 

  改 良 率 （ ％ ） 

  舗 装 率 （ ％ ） 

農      道 

  延    長（ｍ） 

耕地１ha 当たり農道延長（ｍ） 

林      道 

  延    長（ｍ） 

林野１ha 当たり林道延長（ｍ） 

水 道 普 及 率 （ ％ ） 

下水道水洗化率（％） 

人口千人当たり病院、 

診 療 所 の 病 床 数 （ 床 ）   

 

 １６．３ 

 ３２．３ 

  

－ 

６７．３ 

  

－ 

１０．２ 

 ４７．１ 

－ 

 

５ 

 

 ３７．６ 

 ６９．０ 

  

－ 

２０．６ 

  

－ 

１１．１ 

 ５８．７ 

 ８４．６ 

 

１０ 

 

 ４０．２ 

 ７７．２ 

  

－ 

３２．５ 

  

－ 

１２．１ 

 ７７．０ 

 ７７．２ 

 

９ 

 

４４．８ 

７９．８ 

 

５７，０２１ 

－ 

 

６９，３５８ 

－ 

８４．０ 

８５．８ 

 

７ 

 

区   分 
令和２ 

年度末 

令和６ 

年度末 

市 町 村 道 

  改 良 率 （ ％ ） 

  舗 装 率 （ ％ ） 

農      道 

  延    長（ｍ） 

耕地１ha 当たり農道延長（ｍ） 

林      道 

  延    長（ｍ） 

林野１ha 当たり林道延長（ｍ） 

水 道 普 及 率 （ ％ ） 

下水道水洗化率（％） 

人口千人当たり病院、 

診 療 所 の 病 床 数 （ 床 ）   

 

４３．１ 

７５．２ 

 

５７，０２１ 

－ 

     

６８，３６２ 

－ 

８７．３ 

９０．２ 

 

  ８ 

 

４３．０  

７５．５  

  

５７，６０１ 

－ 

  

６６，０３９ 

－ 

８９．９  

９０．８ 

 

９ 
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

本市は、若年層を中心とする人口の流出、高齢化の急速な進行、基幹産業の低迷と担

い手不足など多くの問題を抱えているが、その一方で、美しい自然環境や豊かな森林資

源などに恵まれ、多くの歴史文化遺産や、独自の歴史・文化を有している。 

令和２年度からは、宇陀市まち・ひと・しごと創生総合戦略を第２次総合計画に統合

し、総合計画における将来像及び６つの目指すまちの姿を目標に事業を展開しており、

令和８年度からは地方創生２．０の方針を反映させた５本柱に沿った成長戦略を実行し

ていく。今後の過疎対策では、これまで進めてきた施策を大切にしながら、新たな地域

の魅力を創出し、人口減少や少子高齢化の課題解決に向けた取組を進め、地域の活性化

を図る。 
 

○将 来 像 

『みんなが生きがいをもって暮らせる魅力ある健幸なまち 宇陀市』 
～輝く歴史と豊かな文化の息づくまち～ 

○目指すまちの姿 
１．健幸なまち 
 「健幸都市“ウェルネスシティ宇陀市”」の実現を目指し、地域住民がいきいきと健

康に生活できる環境や、市民一人ひとりがお互いに助け合い、支え合うまちづくりの実

現を進める必要があります。 
 そのため、保健・医療・福祉が連携し、健康づくりを行うとともに医療環境の充実や

母子保健施策、障がい者施策、高齢者施策等の充実を図ります。また、「自助」「互助」

「共助」「公助」の理念を浸透させ、地域の特性を活かしながら、「健幸」を実現する

ためのまちづくりを進めていきます。 
 
２．暮らしやすいまち 
 宇陀市の魅力をより向上させるため、様々な都市基盤について、持続可能な整備・維

持・活用を検討・実施することで、誰もが住み良く、安全・安心なまちづくりを進める

必要があります。 
 また、公共交通、道路交通網、上下水道、情報通信基盤等の公共インフラの整備・維

持・活用による住み良いまちづくりや移住・定住の促進を進めるとともに、災害に備え

た安全・安心な暮らしの実現を進めていきます。 
 
３．活力あるまち 
 豊かな自然や歴史、文化遺産といった地域資源が数多くある中で、中心市街地の活性

化や雇用の創出、人材の確保が求められています。 
 そのため、地域資源の保全と活用や、農林畜産業・商工業の再生・活性化に努めるこ

とで、活力と個性ある地域産業の創出、持続可能な地域経済の発展を図ります。また、

多様化する観光ニーズに対応するため、地域資源の PR 活動をはじめとした観光戦略を

推進し、関係人口の増加を図ります。 
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４．生涯輝くまち 
 誰もがお互いの人権を尊重することは重要です。いじめ問題等がなく、性別や障がい

の有無にかかわらず、自分らしく生涯を通じて輝き、よろこびや生きがいをもって暮ら

せることは、宇陀市が目指す将来像の実現に向けた基本となります。 
 そのため、誰もが学び、活動できる地域づくりを進めるとともに、宇陀市に住む誰も

が地域で学習活動やスポーツ・芸術・文化活動等に取り組める環境の整備を図ります。

また、地域の特性を活かした教育と文化振興を進めます。 
 
５．自然豊かなまち 
 地球温暖化やエネルギーの大量消費など、自然を取り巻く環境問題は宇陀市も例外で

はありません。宇陀市の魅力である、豊かな自然や美しい田園風景と調和したまちづく

りを維持し、さらに強化していく必要があります。 
 こうした環境問題への対処や宇陀市の魅力の向上を図るため、カーボンニュートラル

によるグリーン社会の実現に向け、自然と共生した、持続可能で快適なまちづくりを進

めます。 
 
６．地域力を発揮するまち 
 地方分権の進展や行政需要が複雑・多様化する中、市民のニーズを的確に把握するこ

とが重要となっています。しかし、財政の健全化が緊急課題とされている中、行政だけ

で多様なニーズや高度な課題に対応することは困難であり、地域が一体となって対応す

ることが求められています。 
 そのため、市民、ボランティア団体等と行政が連携することで、自分たちのまちにつ

いて考え、取り組む体制を強化し、地域力を最大限に発揮できるまちづくりを進めます。 
 
（５）地域の持続的発展のための基本目標 
   本計画の基本方針に基づく基本目標は、次のとおりとする。 
（数値目標） 

目標指標 
基準値 

（令和２年度） 
目標値 

（令和１２年度） 
備考 

総人口数 ２８，１２１人 ２３，４５１人 将来人口推計 
自然増減 △３９７人 △４１２人  
社会増減 △１９４人 ９６人  

  
（定性目標） 

項目 目標 
関係人口数 関係人口の増加政策を行い、将来的な定住人口の増加を目指す。 
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（６）計画の達成状況の評価に関する事項 
地域の持続的発展のための基本目標に対して、達成度の評価を行うとともに、各施策

分野については、総合計画において毎年実施している事業評価により、ＰＤＣＡサイク

ルに基づいた効果検証を行う。 
 また、計画全体の進捗状況については、毎年、議会へ報告を行い、計画とともに公表 
する。 
 
（７）計画期間 

この計画期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５箇年とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 
 本市では、これまで人口増加や市民ニーズに対応するため、多くの公共建築物、道路

や上下水道等のインフラ施設を整備してきたが、これらの公共施設は、市民共有の財産

として、市民の暮らしを支え、また、地域におけるコミュニティ活動の拠点として大き

な役割を果たしている。 
一方で、少子高齢化の進行により、既に人口は減少傾向にあり、今後さらに人口が減

少することが予測されている。また、合併による類似施設の増加や公共施設等の多くは

高度経済成長期に整備されていることから、老朽化する公共施設の維持管理費用や更新

費用の確保といった様々な問題に直面している。 
これらを踏まえ、住民ニーズに対応した行政サービスを将来にわたって、適切に提供

し続けることができるよう、本市を取り巻く現状や将来にわたる見通し・課題を把握・

分析・検討し、公共施設等を総合的かつ計画的に管理していくため、平成２９年３月に

「宇陀市公共施設等総合管理計画」を策定（令和６年３月改定）し、①安全に長く使う 

②適正な量で効率的に使う ③みんなで継続的に取り組む という３つの基本的な方

針を定めている。 
本計画では、宇陀市公共施設等総合管理計画における基本的な考え方に基づき、公共

施設（建物）及びインフラ施設の維持管理等について整合を図りながら、過疎対策に必

要となる事業を適切に実施する。 
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２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 
 
（１）現況と問題点 
 ①移住・定住・地域間交流の促進 
 本市では、人口減少対策の一環として、流出人口の抑制、移住者の呼び込みなど、定

住の促進策を展開している。なかでも、空き家対策と起業者支援のため、空き家の改修

費を補助し、起業支援を行っている。移住者同士の繋がりもあり、年々起業者は増加傾

向にある。 

しかし、市内に存在する空き家は増加傾向にあるものの、空き家情報バンクの掲載

物件は十分とは言えず、空き家情報バンクの掲載物件数を増やすことが課題となって

いる。 

また、住宅を取得するなどした定住者に市のウッピー商品券を交付し、さらに子育

て世代には加算も行っている。これにより、住宅取得等による経済的負担の軽減を図

るとともに、地域の消費喚起に寄与している。このように、一つの補助金や支援金に

複数の効果をもたせることや、一過性の施策に終わらせずに継続して支援していくこ

とが必要である。 

 都市部への人口の流出など人口減少の解消は、大きな課題である。そこで、市の内

外に本市の魅力を発信し、多くの人に宇陀市の魅力を知っていただき、定住につなげ

ていくことが喫緊の課題となっている。また、起業者や、既存の商店等が有機的に連

携することで、需給相互要請に応え地域間の交流を促進していく必要がある。 

 

 ②人材育成 

 人口の減少や高齢化の進行による地域活動の担い手不足が深刻化し、集落機能の低下

が著しく、集落自体の存続が懸念される。集落機能を維持するために地域を支える新し

い担い手の育成を進めていく必要がある。 
 
（２）その対策 
 ①移住・定住・地域間交流の促進 
 ■定住につながる環境づくり 
 本市では、空き家情報バンク制度により空き家の利活用を進めている。これにより、

空き家の情報を広く発信することができ、またセミナーによる啓発や家財道具等の処分

を支援するなど、空き家の有効活用と定住促進を図る。 
 また、本市をより深く知っていただく機会として、移住体験施設「じゆうだハウス」

を活用し、移住・定住につなげる。 
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 ■地域間交流 
 平成２８年度から実施している空き家を活用した起業支援事業によって、令和６年度

末時点で５７件の新規開業者が本市で活動している。これからの新規開業者のネットワ

ーク構築を図り、店舗利用者への情報発信を行う。その取組が既存店舗へと広がること

で、市に新たな活力の創造・発展が期待できる。 
 
 ■プロモーション 
 本市では、宇陀市と自由を組合せ「じゆうだ」というロゴを作成し、市内外に発信を

進めている。自由で様々な取組を宇陀の地で実施する。 
市の活性化を図るとともに、定住の地として選んでいただけるよう、各種のプロモー

ション活動を展開していく。 
  
 ②人材育成 

地域おこし協力隊をはじめとした外部人材を積極的に登用することで、地域力の向上

を図るとともに、新たな地域の担い手の確保・育成を推進する。 
 
（３）計画 
事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

１．移住・定住・

地域間交流の促

進、人材育成 

（４）過疎地域持続的発展

特別事業 

移住・定住 

移住定住促進事業 宇陀市  

（４）過疎地域持続的発展

特別事業 

地域間交流 

地域間交流促進事業 宇陀市  

（４）過疎地域持続的発展

特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成事業 宇陀市  

 
（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
 宇陀市公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過疎

対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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３．産業の振興 
 

（１）現況と問題点 
① 農業 

本市の農業は、農業従事者の高齢化や若年層の農業や農山村への関心の低下による後

継者不足が進むとともに、輸入農産物の増加や産地間競争等、農業経営を取り巻く環境

は厳しくなっている。一方で、気候・風土に恵まれた、本市において新たに就農を求め

る声もあり、新規就農への十分な支援が必要である。 
また、消費者の「食」の安全性への関心が高まるなかで、従来の化学合成農薬や化学

肥料などの使用を少なくし、環境に負荷の少ない農業や、農産物の安全性、健康に対す

る消費者ニーズに応えるため、環境と調和のとれた持続的な農業の展開が重要になって

くるとともに、地域に根ざした「顔がみえる」「安全で安心な農作物」の取組を進め、

質の高い農産物の生産が求められている。本市は、有機農業推進の取組を起点とし、食

と農の活性化により、魅力あるまちづくりを目指し、令和４年１１月に全国に先駆けて

「オーガニックビレッジ宣言」を行った。 
また、有害鳥獣被害に遭い、営農意欲を失うことによる離農が課題となっており、放

置田畑に雑草が生い茂り、鳥獣がひそみやすくなり、「荒廃農地」は年々増加している。

適正な農地管理を行い、防除柵の設置により被害拡大を抑止していくとともに、個体数

を減らすための有害鳥獣対策の人材育成等を行い、鳥獣被害に遭いにくい環境を整える

ことが必要である。その取組の一環として、獣害を地域の資源に変え地域活性化を図る

ため令和６年４月より「宇陀ジビエファクトリー」の運用を開始した。 
 

② 林業 
 本市の林業は、早くから発達し個人所有化が進んでいることから小規模林家が多いと

いう特徴がある。また、木材需要及び木材価格の低迷によりわが国の林業全体が疲弊し

衰退している状況下においては、山林所有者だけでなくその関係者でさえ、林業の活性

化対策が容易には進まない状況にある。林業従事者については、高齢化と後継者不足の

ため、全国的に減少傾向にある。 
また、森林には温暖化の防止など環境保全機能や森林浴等による癒しの効果もあるた

め、まちの財産のひとつとして、適切な維持・管理に努め、森林の適切な施業による機

能保持をすることが必要である。 
 
③ 商工業 

 少子高齢化や若者の流出による人口減少が進行する中で、地域経済を支える産業の一

つである小売業では、企業数が減少傾向にあり、地域の商業活動の縮小が懸念されてい

る。このため、既存事業者の経営基盤を強化しつつ、新たな事業展開や創業支援を通じ

た産業の活性化を図るとともに、地域資源を活かした新産業の育成や多様な働き方の促

進などにより、新たな雇用機会の創出を進めていくことが必要である。 
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④ 観光 

観光の振興を図ることは、旅行業、交通業、宿泊業、飲食業など様々な業種に及ぶす

そ野の広い産業であり、地域に幅広い経済効果をもたらすとともに、雇用の場を創出さ

せるなど、市全体にとって非常に大きな波及効果がある。 
本市における観光客数は、近年増加傾向に転じている。令和２年度に日本遺産の認定

を受けた室生寺をはじめとする歴史・文化遺産に加えて、「宇陀市記紀万葉」や「神武

東征」、「壬申の乱」などをテーマに宇陀の魅力を内外にＰＲする必要がある。 
更に、高齢社会を迎える中、観光ニーズは参加・体験・学習を主とした体験型観光へ

移行している状況も踏まえ、歴史文化、自然環境、温泉など本市の特色ある観光資源を

活かした観光振興を図るとともに、ターゲットを絞った新たな誘客戦略を展開する必要

がある。 
 
（２）その対策 

① 農業 
■農業生産基盤の整備と農地の保全 
農道等の農業生産基盤の整備を進めるとともに、鳥獣害対策や耕作放棄地解消へ向け

た取り組みや中山間地域対策等により、農地の保全を図る。また、農地中間管理機構を

活用し、農地利用の集積・集約化を推進する。 
 

■農業経営・生産・流通体制の強化 
 農業生産法人の育成、農地の集約化、流通システムとの連携や農産物の加工販売促進、

観光農業や農業体験の展開等、経営力のある生産体制の強化を支援し、６次産業化を推

進する。特に本市にゆかりのある薬草について、新たな栽培品種の増加等を通じて、薬

草のまちとしてのＰＲや生産者の所得向上を目指す。 
 
 ■付加価値の高い農産物づくりの推進 
 薬草のまち宇陀として、機能性のある農産物の栽培や食品を開発し、ブランド化を図

ることで、付加価値をつけて収益性の改善に努める。 
 
 ■特定農業振興ゾーンの設定 

 農地を有効に活用し、農業の効率化や農地整備等を行い、高収益作物の生産拡大や品

質・生産性の向上を図り、宇陀ブランドとして農業振興を目指す。 

 

② 林業 

■林業経営・生産・流通体制の強化 
 林業産物の加工販売・流通の促進として、木材・間伐材の利用促進を図るため、付加

価値のある木材加工製品の生産を推進する。併せて、農産物直売所や林業の中核的な存

在である森林組合の強化と組合事業の拡充、運営の改善を図る。 
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■森林の保全と多面的利用の促進 
目指すべき森林（恒続林、適正人工林、自然林、天然林）のゾーニングを推進し、そ

の目的に応じた森林整備を促進すとともに、森林の保全と宇陀市産木材の活用を含め多

面的利用を促進する。 

 

③ 商工業 

■商店街の活性化支援 
 宇陀商工会と連携して、プレミアム商品券等地域振興券を発行し、地域の活性化と消

費購買力の市外流失防止を図り、地域の経済循環を活性化する。 
また、商業サービス環境の充実とにぎわいの創出を図るため、観光情報の発信や地元

特産品の販売強化等によるまちのにぎわい創出や飲食店・物販店の立地誘導や空き店舗

改修費を補助し、商店街の活性化により、魅力ある商業地の形成を図る。 
 
■地元事業所活動の促進・支援 
中小企業や地域の産業の振興を図るため、経営改善への支援、商品開発や販路拡大、

情報発信への支援等を行う。また、国等の補助事業に対して応募する市内事業者に対し

て資料の作成方法や作成補助、ノウハウを伝授し、国の補助事業の取得を支援する。 
加えて、地場産業である毛皮革産業の振興のため、毛皮革産業の後継者育成や、工場

団地機能の安定化を図る。 
 
■新たな産業の展開 
市内で創業、企業立地を促進し、新たな産業の展開を図る。 
本市は、産業ゾーンとして位置づけられた地域のほとんどが市街化調整区域であり、

土地利用規制から産業用地として利用が困難な中、市街化調整区域において地区計画を

定めることにより、保全と活用のメリハリのある環境と調和したソフト・ハード面の両

面から企業を誘致しやすい基盤整備を進める必要がある。 
 

④ 観光 

■観光基盤の維持・整備 
 誰もが観光しやすい環境を創出するため、市内の案内看板の整備や、登山道や観光休

憩スペースをはじめとした観光施設等の維持・整備を進める。 
また、近鉄榛原駅・室生口大野駅・三本松駅において、観光客への市内観光地のＰＲ 

や地域のイメージアップを図り、観光振興を図る。 
さらに、令和５年８月に運用開始した榛原駅前交流施設「じゆうだテラス」の活用に

よる地域の活性化により、市民が愛着を持てるまちづくりを進める。 

18



 

 
■地域資源を活かした観光・交流の創出 

 本市のさまざまな地域資源や歴史・文化遺産を活用し、宇陀市らしい多様な体験プ 
ログラムを創出し、それぞれをネットワーク化するなど、魅力的な体験型観光の創出を

図り、観光客の誘致に取組む。 
 
■観光誘客の活性化 

 観光協会や宇陀商工会と連携し、ホームページやＳＮＳ などの多様なメディアを活

用した情報発信や鉄道事業者等の旅行エージェントと連携した観光ＰＲ等、誘客活動を

推進する。また、近隣自治体と連携し、広域的な観光も展開する。 
  

（３）計画 

事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

２．産業の振興 （１）基盤整備 

農業 
農業基盤整備事業 

奈良県・

宇陀市 

 

（４）地場産業の振興 

加工施設 
加工施設整備事業 宇陀市 

 

（５）企業誘致 地域産業活性化拠点施設

整備事業 
宇陀市 

 

（９）観光又はレクリエーシ

ョン 
観光拠点施設整備事業 宇陀市 

 

（１０）過疎地域持続的発展

特別事業 

第１次産業 

農業振興支援事業 奈良県  

宮奥ダム施設整備事業 宇陀市  

（１０）過疎地域持続的発展

特別事業 

商工業・６次産業化 

商業等振興事業 宇陀市 

 

（１０）過疎地域持続的発展

特別事業 

観光 

観光拠点施設整備事業 宇陀市 

 

（１０）過疎地域持続的発展

特別事業 

企業誘致 

企業誘致支援事業 宇陀市 
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（３）計画 

事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

２．産業の振興 （１０）過疎地域持続的発展

特別事業 

その他 

産業・観光施設指定管理委

託事業 
宇陀市 

 

毛皮革産業振興事業 

宇陀市菟

田野毛皮

革産業振

興協議

会・宇陀

市 

 

（１０）過疎地域持続的発展

特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成事業 宇陀市 

 

 

（４）産業振興促進事項 
 （ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域及び同区域において振興すべき業種については、以下のとおりとする。 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

宇陀市全域 
製造業、情報サービス業等、 
農林水産物等販売業、旅館業 

令和８年４月１日 
～令和１３年３月３１日 

 

（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 
  上記「（２）その対策」及び「（３）事業計画」のとおり。 
 
（５）公共施設等総合管理計画等との整合 
 宇陀市公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過疎

対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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４．地域における情報化 
 

（１）現況と問題点 
 ① 情報基盤の整備 

ケーブルテレビ網の整備とインターネット等を利用するための情報通信基盤の整備

は、市内全域において完了している。今後は国が進めるデジタル社会の実現に向けて、

各種行政手続きにおけるインターネットによる提供、申請・届出等のオンライン化の推

進に加え、市民が常にインターネット等を通じて多様な情報を容易に入手し、充実した

行政サービスが受けられるシステムの構築を進める必要がある。また、市民が安心して

利用できるよう情報セキュリティの強靭化を図り、安全性と信頼性の確保が求められて

いる。 
防災行政無線については老朽化が進行しており、耐用年数を経過した機器・部品の更

新により、災害時における情報伝達の強化が必要である。 
  
（２）その対策 

①情報基盤の整備 

■デジタル化の推進 

総務省が進める自治体ＤＸ推進計画を実現するため、マイナンバーカードの普及促進

を図り、マイナポータルからマイナンバーカードを用いた行政手続きのオンライン化を

進める。また、ＩＣＴやＡＩを活用した行政事務の効率化及び省力化による行政手続き

等の迅速化を検討し、更なる行政サービスの向上を図る。 

教育の現場においても、国で進めたＧＩＧＡスクール構想により、児童・生徒への一

人一台のタブレット端末を配備し、教職員への研修等を継続的に行い、効率良く授業等

で活用していけるよう支援に努める。 

一方、ＩＣＴは利用者にとって便利な反面、これを悪用したトラブルや犯罪、複雑化・

高度化するサイバー攻撃等が増加していることから適切な情報セキュリティ対策を講

じていくことが重要となる。 

 

■情報の発信 

本市の魅力を高めるため、観光情報や各種イベント等について多様な媒体を活用した

情報発信を行う。 

 

 ■情報通信環境の高度化 

市民への情報連絡手段としてＳＮＳによる迅速な情報提供や、市への各種申請手続き

において紙での申請を減らしＷｅｂからの申請を増やすといった環境構築を推進する。 

 さらに、商工産業の再生・活性化を推進するため、革新的な技術を活用できる次世代

の人材の確保や育成に努める。 
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 ■防災行政無線の整備 

 災害時の円滑な避難、防災活動が行えるよう安心安全メールや防災無線などの情報伝

達ツールの機能強化、更新を行う。 

 

（３）計画 

事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

３．地域における

情報化 

（１）電気通信施設等情報

化のための施設 

防災行政無線施設 

防災行政無線整備事業 宇陀市  

（２）過疎地域持続的発展

特別事業 

情報化 

情報配信推進事業 宇陀市  

（２）過疎地域持続的発展

特別事業 

   その他 

防災行政無線整備事業 宇陀市  

（２）過疎地域持続的発展

特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成事業 宇陀市  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
 宇陀市公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過疎

対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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５．交通施設の整備、交通手段の確保 

 

（１）現況と問題点 
① 交通体系 
本市の広域的な幹線道路については、国、県道の整備促進に取組み、市民の利便性の

向上や広域的な観光、産業の活性化につながるよう整備をしている。市道などの生活道

路整備については、安全性、利便性の向上が急務で、大規模な舗装修繕等が求められて

おり、年次計画のもと継続的な修繕工事を実施している。車両の通行や歩行者の安全面

から、住民の日常生活に影響をきたしているため、今後も引き続き集落間を結ぶ主要道

路、生活道路の整備を進め交通ネットワークを確立することが必要である。また、市街

地を中心により安全で暮らしよい道路網の整備計画を立て、歩行者や自転車通行者へ配

慮した歩道等の整備も計画的に整備していくことが求められている。農道や林道につい

ても、地域によって未整備な路線が多く、整備が必要である。 
 一方、公共交通機関については、市民生活の利便性向上や、観光客の来訪や周遊環境

の向上にとって重要なものであるが、人口減少の進行や自家用車の普及、利便性の問題

から、公共交通機関の利用者が減少傾向にある。また、運転手不足の深刻化といったこ

ともあり、現状の公共交通体系を維持することが厳しい状況に陥っている。 
 このような状況であるが、定住促進や交流施策による乗降客数の増加を図る必要があ

り、今後、他の交通機関や地域との連携により、地域の実情に応じた公共交通ネットワ

ークの再構築が必要となっている。道路交通を取り巻く環境が複雑化しているなかで、

交通安全施設の整備と市民一人ひとりの交通安全意識の向上を推進していく必要があ

る。  
 
（２）その対策 

①交通体系 

■安全で快適な道路環境の整備 
 今後も主要な市道の整備計画を立て、利便性の高いネットワークの構築を進める。 

また、農道、林道も含め良好な道路景観の美化を図る等、快適で安全に移動できる道

路環境の創出に努める。さらに、道路交通の安全を確保するため、舗装、橋梁、トンネ

ル等の定期的な点検や計画的な補修等を行う。 
 

■鉄道・バス等地域交通の連携 
駅前周辺の整備を行い、鉄道、バス、自動車など安全・安心に利用できる地域交通拠

点の整備を行う。 
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 ■地域公共交通の充実 

市が運行に関わるバス事業について、利用促進を図りつつ、効率的な運行とするべく

必要な見直しを行うことをはじめ、地域の実情に応じた地域独自のコミュニティ交通手

段の導入など、新たな運行形態の調査・検討を地域とともに行い、利用しやすい交通体

制の構築に努める。 
また、ＭａａＳや自動運転技術・グリーンスローモビリティなどの次世代技術の活用

についても、民間事業者と連携を図りながら調査・検討を行い、地域公共交通の維持継

続また充実化を図る。 
 
■交通安全施設の整備 
交通事故の未然防止のため、安全に通行できる交通安全施設の整備を推進する。 

24



 

（３）計画 
事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

４．交通施設の整備

、交通手段の確保 

(１)市町村道 

道路 
各市道改良事業 宇陀市 

 

(１)市町村道 

橋りょう 
各橋梁長寿命化修繕事業 宇陀市 

 

(１)市町村道 

その他 

各トンネル長寿命化修繕事

業 
宇陀市 

 

防草対策事業 宇陀市  

道路照明整備事業 宇陀市  

(２)農道 
農道整備事業 

奈良県・

宇陀市 

 

(３)林道 林道整備事業 宇陀市  

(６)自動車等 

    自動車 
地域公共交通運行事業 宇陀市 

 

(９)過疎地域持続的発展

特別事業 

    公共交通 
地域公共交通対策事業 

宇陀市・

宇陀市社

会福祉協

議会等 

 

(９)過疎地域持続的発展

特別事業 

    交通施設維持 

道路舗装維持補修事業 宇陀市 

 

(９)過疎地域持続的発展

特別事業 

    その他 

農道整備事業 宇陀市  

林道整備事業 宇陀市  

(９)過疎地域持続的発展

特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成事業 宇陀市 

 

 
（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
 道路や橋りょう等について、計画的な維持修繕・長寿命化の方針に基づき、必要な事

業を実施する。 
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６．生活環境の整備 
 

（１）現況と問題点 
① 上下水道施設 
水道について新たに設立された企業団に市内の水道未普及地域の解消に向け働きか

けを行う必要がある。 
下水道については、令和６年度末における下水道の整備率は９０．９％に達したが、

今後もより一層の生活環境の整備及び下水道処理区域内の水洗化を促進する必要があ

る。 
さらに、上下水道については、市民生活を支えるライフラインであるため、今後とも

日常の利便性の確保とあわせ、災害に強く、安心して利用できる施設として、既設施設

の更新事業等を進めていく必要がある。 
 
 ②消防・防災施設 

近年多様化、大規模化する災害から市民の生命と財産を守り、市民が安心して暮らせ

るよう、震災、風水害、火災などの災害に対する未然防止対策、地域防災体制、消防体

制、自主防災体制など危機管理体制の強化が求められている。 
 また、市民の防災に対する意識向上を図り、消防団をはじめとした地域における防

災・消防体制の確立を目指すとともに、災害時に地域や関係機関、行政が一体となって

活動できる体制を構築する必要がある。 
 

③循環型社会の構築  
人口減少が続いているものの、処理施設における一般家庭ごみの投入量はほぼ横ばい

傾向であることから、一人当たりの排出量は増加していると推測できる。持続可能な循

環型社会の構築に向け、適正かつ効率的な処理を確保するため、ごみ処理の広域化を図

るとともに、市内に３ヵ所ある処理施設の集約化が喫緊の課題である。 
併せて、ごみの減量化、資源化など、資源循環型の新たな理念の観点からまちづくり

を進めるための積極的な取り組みが必要である。 

 

 ④施設整備 

火葬場は市内に２ヵ所あり、榛原斎場は昭和５５年、大宇陀火葬場は昭和６３年に建

設されたものである。施設が老朽化しているため、これまで改修により長寿命化を図っ

てきた。 

良好な環境の確保と安心して利用できるよう適正管理が求められているため、集約化

を見据えた施設の更新を検討する必要がある。 
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（２）その対策 
①上下水道 

■安定的な水の確保 
 安全な水を安定供給、水道未普及地域の解消に向け企業団への働きかけに努める。 

 
■下水道整備事業の推進 
下水道施設整備を計画的に進めると共に、既設施設の長寿命化を図るため更生、更新

事業を進める。 
 
■下水道の利用普及 
下水道処理区域内において、広報誌等により下水道未接続家屋への接続を促すことに

より、水洗化の積極的な促進に努める。 
 

 ②消防・防災施設 

■災害の未然防止対策の推進 
 河川等の危険箇所について、計画的な改修・整備に努める。また、主要な公共施設や

住宅の耐震化を促進する。 
 
■防災・消防体制の確立 

 震災、風水害、火災等の災害に対して、地域や関係機関、行政が一体となった防災体

制の確立を図り、災害時における円滑な避難・防災活動が行えるよう、防災拠点施設等

の整備を図る。 
消防には常備消防と非常備消防があり、常備消防は奈良県広域消防組合が担ってお

り、平成２６年４月に奈良県広域消防組合宇陀消防署が設立されている。なお、常備消

防車両等の更新整備は奈良県広域消防組合の計画により行われている。非常備消防とし

ては消防団を組織しているが、消防団員数の減少に伴い、消防団組織の再編と自助・共

助による地域の自主防災組織・体制の充実を図っている。 
  

■防犯体制と消費者保護の強化 
 犯罪の多様化傾向に対して、地域と警察等が連携しつつ、地域防犯体制・活動の充実

や消費者保護の強化に努める。 
 
 ■自主防災体制の充実 
 消防団や自主防災組織の充実を図るとともに、各家庭においても避難場所の周知や備

蓄を心がけるなど、市民一人ひとりの防災意識・防犯意識の高揚に努める。 

27



 

③環境衛生 
 ■ごみの減量・資源化の促進 

市民一人ひとりの意識の高揚を図るとともに、市民が主体となったごみの減量化・資

源化に対する取り組みを支援する。 
 
■廃棄物等処理施設における整備・体制の充実 

 広域的な連携によるごみ処理施設の整備・充実に努めるとともに、収集体制の充実を

図る。市内全域のリサイクル体制のもと、安定したリサイクル処理を行うため、処分施

設の整備を検討する。 
 また、効率的なし尿の適正処理に努め、良好で衛生的な生活環境の確保を図る。 
 
 ■火葬場等の整備 

市営榛原斎場や市営不帰堂火葬場及び市営霊苑について、施設・周辺環境の整備を含

め適切な管理・運営を行う。 
 
（３）計画 
事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

５．生活環境の整備 (１)水道施設 

  上水道 水道未普及地域解消事業 

奈良県広

域水道企

業団 

 

(１) 水道施設 

  簡易水道 
簡易給水施設整備事業 宇陀市  

(２)下水処理施設 

  公共下水道 
下水道施設整備事業 宇陀市  

(３)廃棄物処理施設 

  ごみ処理施設 
ごみ処理施設等整備事業 

宇陀市・東

宇陀 

環境衛生

組合 

 

(３)廃棄物処理施設 

  し尿処理施設 宇陀衛生一部事務組合施設整

備事業 

宇陀衛生

一部事務

組合 

 

(４)火葬場 火葬場設備整備事業 宇陀市  
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（３）計画 
事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度） 

持続的発展 

施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

５．生活環境の整備 (５)消防施設 
奈良県広域消防組合普通建

設事業 

奈良県広

域消防 

組合 

 

消防施設等整備事業 宇陀市  
(７)過疎地域持続的発展

特別事業 

  環境 

一般廃棄物処理施設整備事

業 
宇陀市 

 

(７)過疎地域持続的発展

特別事業 

  防災・防犯 

防災機能強化事業 宇陀市  
庁舎等設備整備事業 宇陀市  
消防施設等解体事業 宇陀市  

(７)過疎地域持続的発展

特別事業 

  その他 

火葬場設備整備事業 宇陀市  
墓地周辺整備事業 宇陀市  
合併処理浄化槽整備補助事

業 
宇陀市 

 

(７)過疎地域持続的発展

特別事業 

  基金積立 
過疎地域振興基金造成事業 宇陀市 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
 事業の効率化、健全な運営を図り、災害や施設の老朽化に備えて計画的に点検・修繕・

更新を行う。 
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７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 
（１）現況と問題点 

① 高齢者福祉 

全国的に少子高齢化が進む中で、本市においても住民基本台帳上の人口構成では高齢

化率が令和６年度末に４５％を超えており、介護を必要とする高齢者の増加がみられ、

高齢者福祉の充実がより一層、重要となっている。 
一人暮らしの高齢者や夫婦のみの世帯及び認知症の方が増加している中で、高齢者が

地域で自立した生活を営めるよう、医療介護あんしんセンターを中心に医療、介護、予

防、住まい、生活支援体制が切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の深化に

向けた取組が一層必要となる。 
団塊の世代が後期高齢者となったことにより、介護ニーズの高まりが加速することか

ら、サービスの充実がより一層、重要となるが、物価や人件費の上昇に介護報酬がスラ

イドしない現状があり、介護施設の経営を圧迫している。また、平成１１年に設置され

た公立介護老人保健施設は、空調機器更新等の長寿命化を図る必要がある。 
 
② 児童福祉、母子・父子福祉 

少子化が急速に進行し、女性の社会進出に伴う低年齢児の保育ニーズの増大や、核家

族化の進行、地域のつながりの希薄化によって、子育てに対する不安を抱える保護者が

増加している。 

子育てが父母や家庭内で完結するものではない状況がより鮮明になっており、職域や

地域などの社会がそれぞれの立場から相応の負担を引き受け、協力しながら子育てを進

めていくことが不可欠である。 

今後は、子育てや暮らしのあり方が多様化していく中で、保護者がどのように子育てし

たいのか、働きたいのか、暮らしたいのかといった当事者の視点に立った子育て支援が

重要となる。 

 また、大宇陀こども園の施設の老朽化及び榛原地区就学前施設の跡地活用が課題とな

っている。 

 

③ 障がい者（児）福祉 

だれもが住み慣れた地域で、安心と尊厳を持って暮らせる社会を築いていくため、障

がいのある人も社会のあらゆる活動に参加できる機会を保障された社会、また、物理的

にも精神的にもバリアフリーの社会をめざしていかなければならない。 
今後も、すべての人が障がいの有無に関わらず等しく個人として尊重され、それぞれ

の役割と責任を持って、共に社会の一員として社会活動に参加し、互いに支え合うこと

のできる「地域共生社会」の実現に向けて施策の推進を図っていくことが必要である。 
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④ 地域福祉 

核家族化や価値観の多様化が進み、昔ながらの近所づきあいが希薄になるなかで、雇

用の不安定や災害時の不安、無縁社会といった孤立化の問題も生じており、あらためて

地域の絆の大切さが見直されている。 
さまざまな課題を抱えた人が孤立することなく、適切な相談や見守り・支援を受けら

れ、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域福祉の推進を図ることが重要であ

り、行政だけでなく、地域住民、民生児童委員、社会福祉協議会、各種福祉団体など、

それぞれの活動が連携した協働によるまちづくりが行えるよう、地域間によるネットワ

ークの構築が必要である。 
 
（２）その対策 
 ① 福祉全般 
 ■断らない福祉相談支援体制の構築 
 制度の狭間や複合的な課題を抱えながらどこに相談に行けばよいか分からない人か

らの幅広い相談を受け付けるとともに市民に寄り添い、最後まで面倒を見ることが出来

る伴走支援を行うために、包括的な相談支援体制を構築する。 
 

② 高齢者福祉 

 ■高齢者介護・福祉サービスの充実 
高齢者等が介護を必要とした場合にも、できる限り住み慣れた地域で生活できるよう

に、介護関係機関等の連携によりサービスの向上を図る。 
また、地域福祉計画をもとに、地域福祉の中心的役割を担う社会福祉協議会や、ボラ

ンティア団体等の各種関係団体の連携強化、地域の関係者や住民による見守りや助け合

い活動の推進を図り、高齢者の生活を地域全体で支える体制を構築する。 
  
 ■介護予防の推進 
 高齢者は生活活動が不活発になると、原因となる病気がなくても、骨や関節、筋肉等

の機能が低下し、虚弱な状態に陥り、要介護状態になる危険性が高くなる。 
そこで、介護予防が必要となる虚弱な状態である高齢者を把握し、介護予防事業等へ

の参加を促す。また、年齢や心身の状態によるわけ隔てなく、地域で高齢者同士が誘い

合って、参加できる介護予防活動として「住民主体の通いの場」を充実させる。 
さらに、要支援・要介護状態になっても、それ以上に悪化しないように、高齢者一人

ひとりが自らの健康増進や介護予防に関心を持ち、生きがいや役割を持って生活ができ

るよう支援する。 
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③ 児童福祉 

 ■子育てがしやすいまちづくりの推進 

仕事と子育ての両立を実現するため、市民のニーズに合わせた多様な保育サービスの

充実を図るとともに、大宇陀こども園においては利用者が安全で快適に利用できるよう

適切な整備を進めていき、榛原地区就学前施設の跡地活用の推進を図る。 

 

■妊娠から出産・子育てまで切れ目ない伴走支援の充実 

妊娠期からの一元的な相談支援を徹底し、妊婦が安心して妊娠期間を過ごし、安全に

出産できる支援体制を充実させるとともに、産後ケアの強化、乳幼児の健康診査や相談

を充実させ、発育・発達の支援を図る。 

また、不妊治療・不育症治療の助成をすることで、経済的負担の軽減を図る。 

 

■こども家庭センターを中心とした総合支援 

妊娠期から１８歳までの総合支援窓口として、こども家庭センターを位置づけ、家庭

ごとに異なるニーズを把握し必要な支援を図る。 

 

■母子保健と児童福祉の連携 

虐待や家庭内暴力などのあらゆる問題に対して、母子保健と児童福祉の連携を図り、

子どもの心身の安全と生活の安定を図る。 

 

■居場所づくり 

こども食堂やこども第三の居場所など、地域で安心して過ごせる居場所づくりの充実を

図る。 

 

④ 障がい者の福祉 

■障がい者の生活支援 
障がい者が、安定した生活ができるよう、適切な支援やサービスが利用できる体制づ

くりを進める。特に、訪問系サービス、居住系サービス、日中活動系サービス等の障が

い福祉サービスの充実を図るとともに、効果的かつ適切なサービス提供が行えるよう、

ケアマネジメントシステムの構築を図る。 
 

■障がい者の社会参加の促進 
障がいに関する啓発や関連団体の活動支援等を進め、障がいに対する理解を深め、障

がい者が地域活動等、あらゆる分野の活動に参加する機会を得られるよう地域福祉の推

進を図る。 
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⑤ 地域福祉 

■地域福祉ネットワークの確立 
市民の福祉に対する理解と参加を促すとともに各種関係団体と連携し、ともに支え合

い、助け合う地域福祉ネットワークの形成を図る。 
 
■地域福祉の環境づくり 
身近な地域で助け合い、支え合う地域福祉活動を促進するとともに、ユニバーサルデ

ザインの普及に努める。 
 

（３）計画 

事業計画（令 和 ８ 年 度 ～ 令 和１２年 度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

６．子育て環境の

確保、高齢者等の

保健及び福祉の向

上及び増進 

(１)児童福祉施設 

  保育所 

榛原地区就学前施設跡地活

用事業 
宇陀市  

(２)認定こども園 こども園整備事業 宇陀市  

(３)高齢者福祉施設 

  その他 
高齢者福祉施設整備事業 宇陀市  

(７)市町村保健センター

及び母子健康包括支援セ

ンター 

室生福祉保健交流センター

活用事業 
宇陀市  

(８)過疎地域持続的発展

特別事業 

高齢者・障害者福祉 

高齢者福祉施設整備事業 宇陀市  

高齢者福祉推進事業 宇陀市  

(８)過疎地域持続的発展

特別事業 

  基金積立 

過疎地域振興基金造成事業 宇陀市  

 
（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
 施設の効率的な管理運営方法を検討するとともに、耐震化及び長寿命化を図り計画的

に事業を実施する。 
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８．医療の確保 
 
（１）現状と問題点 

① 地域医療体制 

平成２９年より、これまで地域医療を担ってきた開業医の閉院が相次ぎ、地域医療の

空白化がおこった。今後も開業医の高齢化・後継者不足により、宇陀市のみならず周辺

村域についても同じような地域が増加すると考えられる。 
 さらに、地域医療が空白化した地域は高齢化率も高く、自家用車で受診することも困

難であるため、住み慣れた地域で、安心して必要な医療や介護が受けられる体制が必要

である。 
 また、市立病院では高額な医療機器の更新や、患者用駐車場の不足による周辺渋滞が

問題となっている。 
  

② 保健体制 

平均寿命の伸長により、人生１００年時代と言われる昨今、身体面の健康だけでなく、

生きがいを感じ、安心して豊かな生活を送るために、健康寿命を延ばす取り組みが注目

されている。 

特に、高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で活き活きと暮らすためには、

壮年期からの健康づくりや生活習慣病予防等に取り組む必要がある。 

健康づくりのためには、当事者に対する支援体制の整備をはじめ、市民一人ひとりが

運動や食生活、歯の健康、こころの健康づくりに積極的に取り組むことやさまざまな健

康づくり活動が活発に行われるような機会を創出することが重要である。 

 
（２）その対策 

① 地域医療体制 

■医療体制の充実 
本市においては、生活習慣病等に対応する日常的な診療体制や重症化予防を図る医療

体制、高齢化に伴う在宅医療を推進する体制を整備するとともに、医療機関のない地域

への移動診療車による巡回診療を実施し、また市内及び周辺村域の病院と診療所間の地

域医療連携においても強化する。 
特に、深刻な医師不足については、慢性疾患等に対する日常的な診察や在宅医療等の

ニーズが高い医療に関して、医師を確保する取組を促進するとともに、高度専門性が高

い医療や救急医療等は近隣市町の協力を得ながら広域的に対応できる体制を構築する。 
また、市立病院においては患者が安全で快適に利用できるよう医療機器等の適切な更

新や病院周辺を含め整備を進める。 
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■地域医療と福祉の連携の推進 
本市では、さまざまな医療情報や介護情報をＩＣＴで一元管理し、医療機関や介護事

業者などが双方向に情報連携できる「宇陀けあネット」を導入している。このシステム

を利用することで、医療機関双方の連携、医療と介護の情報連携を円滑に行い、効果的、

効率的で質の高いサービスの提供を目指す。 
 
■国民健康保険・福祉医療費助成の推進 
病気の早期発見、早期治療ができるように、国民健康保険加入者に対して人間ドック

等の費用の一部助成等を行う。 
また、子どもや高齢者に対する医療費の補助等を行うことで、誰もが安心して暮らせ

るまちを目指す。 
 

② 保健体制 

■健康づくり活動の支援 
 うだ健幸プラザを健康相談の拠点として、病気の予防と健康づくりに取り組み、心身

共に健康で幸せな生活をサポートする。 
 
■保健事業の充実 

 健康寿命の延伸を目指して、特定健康診査やがん検診、健康相談、健康教育、介護予

防、歯と口の健康、精神保健、食育の推進、健康に関連するボランティアの育成と支援

を実施する。 
 
 ■健診を受けやすい体制づくり 
 自覚症状がないままに進行する生活習慣病を予防するため、まずは自分の体を知るた

めに毎年健診を受けることの大切さを多くの人に知ってもらい、健診を受けやすい体制

をつくる。 
 
 ■認知症予防活動の促進 
 認知症予防の啓発、フレイル対策・生活習慣病予防教室、認知症予防プログラムの実

施、早期対応、他職種連携などの総合的な実施により、地域ぐるみの健康づくり、早期

発見、生活を支える支援を一体的に進める。 

35



 

（３）計画 
事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

７．医療の確保 (１)診療施設 

  病院 

医療機器等購入事業 宇陀市  

病院周辺整備事業 宇陀市  

病院付帯設備整備事業 宇陀市  

(１)診療施設 

  診療所 
診療所整備事業 宇陀市  

(３)過疎地域持続的発展

特別事業 

  自治体病院 

地域医療提供体制推進事業 宇陀市  

(３)過疎地域持続的発展

特別事業 

  基金積立 

過疎地域振興基金造成事業 宇陀市  

 
（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
 宇陀市公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過疎

対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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９．教育の振興 
 

（１）現況と問題点 
① 教育環境の整備・充実 

 「未来を託す大切な宝」である子どもたちが、変化の激しいこれからの社会を生きぬ

く力を身に付けるために、教育施設・家庭・地域のつながりを強化しながら、時代の変

化に対応した教育活動を推進し、中長期的な展望のもと、宇陀市にふさわしい教育環境

を充実させる必要がある。 

 

② 生涯学習、スポーツ・レクリエーション 

生涯にわたって楽しく学習できるよう社会教育施設・社会体育施設は、人や社会と

のつながりを深めるための活動場所として利用されている。 
少子高齢化に伴い、生涯学習に関わる社会的状況が変わりつつある中で、市民一人

ひとりが心豊かに健康で生きがいを大切にし、充実した学びの機会を提供できる生涯

学習施策を推進する必要がある。 
 
③ 交流施設の整備 
地域コミュニティの拠点施設である集会施設等は地域住民の交流や文化活動など地

域の活動の場としての機能、また災害時の避難所として重要な存在である。しかし、

建物の老朽化に加え、運営に関わる人材の不足などにより、集会施設等の維持や運営

が困難となる問題が発生している。 
 
（２）その対策 

① 教育環境の整備・充実 
■教育内容の充実 
子どもたちが心身ともに豊かでたくましく成長できるよう、教育施設・家庭・地域が

一体となって、地域に密着した特色ある教育内容の充実に努める。このため、教職員の

資質向上や、教育相談の充実、情報化・国際化等への対応や体験学習・環境教育等の教

育カリキュラムの充実、文化・芸術にふれる機会の充実を図る。 
 
■教育環境の充実 
教育環境を充実するため、教育施設等の老朽化対策など安全で安心して学べる学習環

境の整備を進める。 
さらに、令和６年７月に竣工した給食センターと関係機関が連携しながら、「地産地

消」や「食育」を推進する。 
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 ② 生涯学習、スポーツ・レクリエーション 
■生涯学習環境の充実 
生涯学習の推進を図るため、既存の生涯学習関連施設のさらなる機能充実と活用、ネ

ットワーク化を図る。 
 

■地域の教育力の醸成 
地域における生涯学習活動の推進を図るなかで、地域ぐるみの子育て支援や青少年の

コミュニティ活動などにおける指導者の確保と育成に視点をおいた取り組みを推進す

る。 
 
■生涯学習の促進 
子どもフェスタなど市民協働による学習ふれあいイベントを開催するとともに、多様

な生涯学習講座やイベントへの参加を促進する。 
 
 ■スポーツ環境の充実 
 スポーツ施設の計画的な整備・統廃合や設備の充実を図り、既存施設の利用促進や適

正な維持管理に取り組む。 
 
 ■生涯スポーツ活動の支援 
 一市民一スポーツを目指し、スポーツボランティア制度の充実、指導者やサポーター

の育成支援に努める。 
 
 ■生涯スポーツの促進 
 誰もが、いつでも自分の体力と技能に応じて自由に参加できる総合型地域スポーツク

ラブをはじめ、生涯スポーツ活動への参加を促進する。 
 

③ 交流施設等の整備 

 ■地域コミュニティの拠点整備 

 地域コミュニティの拠点となる集会施設等の整備・維持に必要となる支援を行う。 
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（３）計画 
事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

８．教育の振興 (１)学校教育関連施設 

  校舎 
教育施設整備事業 宇陀市  

(１)学校教育関連施設 

  屋内運動場 
屋内運動場整備事業 宇陀市  

(１)学校教育関連施設 

  スクールバス・ボート 
スクールバス等購入事業 宇陀市  

(２)幼稚園 榛原地区就学前施設跡地活

用事業 
宇陀市  

(３)集会施設・体育施設等 

  公民館 

室生振興センター移転統合

事業 
宇陀市  

(３)集会施設・体育施設等 

  集会施設 
集会施設整備事業 宇陀市  

(３)集会施設・体育施設等 

  体育施設 
社会体育施設整備事業 宇陀市  

(３)集会施設・体育施設等 

  その他 

公園施設等整備事業 宇陀市  

農林会館整備事業 宇陀市  

(４)過疎地域持続的発展

特別事業 

  義務教育 

教育環境整備事業 宇陀市  

(４)過疎地域持続的発展

特別事業 

  その他 

公園施設等整備事業 宇陀市  

スクールバス等運行事業 宇陀市  

社会体育施設整備事業 宇陀市  

集会施設等整備事業 宇陀市  

集会施設等解体事業 宇陀市  

旧教育施設整備事業 宇陀市  

公園施設指定管理委託事業 宇陀市  

(４)過疎地域持続的発展

特別事業 

  基金積立 

過疎地域振興基金造成事業 宇陀市  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
 宇陀市公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過疎

対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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１０．集落の整備 
 

（１）現況と問題点 
 過疎地域では、人口減少や高齢化を背景に地域社会の維持が困難となり、住民同士の

関係性の希薄化、地域イベントや伝統行事の減少、地域コミュニティの衰退が深刻な課

題となっている。 
 
（２）その対策 
 「自分たちの地域は自分たちでつくる」という考えのもと、それぞれの地域の課題解

決に向けた活動を促進することで、生まれ育った地域でいつまでも住み続けられるまち

の実現を目指す。  

 

（３）計画 

事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１２ 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

９．集落の整備 (２)過疎地域持続的発展

特別事業 

  集落整備 

集落支援事業 宇陀市  

(２)過疎地域持続的発展

特別事業 

  基金積立 

過疎地域振興基金造成事業 宇陀市  

 
（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
 宇陀市公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過疎

対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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１１．地域文化の振興等 
 

（１）現況と問題点 
  本市には、史跡宇陀松山城跡や宇陀市松山伝統的建造物群保存地区をはじめ、室生

寺の仏像、建造物など多くの国・県・市指定の文化財がある。 
また、スズラン、カザグルマなど国指定天然記念物も生育しており、これらの貴重な 

文化財の保存、修復については計画的に実施している。 
 しかし、これらの文化財の中で、民俗的な行事については、少子高齢化による後継者

不足が重要な課題となっている。 
 今後、歴史資源や伝統文化を地域資源として有効活用していくには地域住民と協働し

ながら環境整備をはじめ、防災設備等を整備していく必要がある。 
 
（２）その対策 

■文化財の保護・活用 
地域に伝えられてきた文化財・伝統芸能・美術・祭り・行事・人物等に関する資源・

資料・情報等について、保存・管理を図るとともに、広報活動を充実し、身近に感じら

れるように活用する。また、埋蔵文化財や郷土資料等の展示活用を図る。  
 

■伝統文化の継承 
伝統文化を継承していくため、保存会組織や後継者を育成するとともに、活動を通じ

て新たな魅力づくりに努め、観光施策との連携を強化する。 
 
■歴史・文化資源の整備と充実 
史跡や重要伝統的建造物群保存地区の歴史的なまちなみの整備を進める。また、埋蔵

文化財や郷土資料等の展示活用を図る。 
 
■芸術文化環境の充実 
文化・芸術・教育など、さまざまな分野の事業を進めるとともに、文化・芸術に対す

る関心や期待の高まりに応えるため、鑑賞から創作へとつなげていけるような文化・芸

術振興を図る。 
 
 ■芸術文化活動の促進 
 文化団体や住民グループ、芸術家等の連携により、地域の多彩な自然等の資源を活用

した芸術・イベントの拡充が図られるとともに、市民一人ひとりが地域にある文化財の

保護活用、啓発活動、学習会へ参加し、住民の芸術文化活動の活性化を図ることを促進

する。 
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（３）計画 
事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１２ 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

１０．地域文化の

振興等 

(１)地域文化振興施設等 

  地域文化振興施設 

史跡保存整備事業 宇陀市  

文化振興施設整備事業 宇陀市  

室生人権交流センター活用

事業 
宇陀市  

(２)過疎地域持続的発展

特別事業 

  地域文化振興 

 

文化振興施設指定管理委託

事業 
宇陀市  

文化財等保存事業 

宇陀市・文

化財所有

者 

 

文化振興施設整備事業 宇陀市  

(２)過疎地域持続的発展

特別事業 

  基金積立 

過疎地域振興基金造成事業 宇陀市  

 
（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
 予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努め

ていくという宇陀市公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りな

がら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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１２．再生可能エネルギーの利用の推進 
 
（１）現況と問題点 
 近年、様々な分野で気候変動の影響が顕在化しており、本市においても、集中豪雨の

増加による土砂災害等の被害や、猛暑日の増加による熱中症の増加が問題となってい

る。そのため、エネルギー利用が不可欠な日常生活や企業活動において、省エネルギー

の推進及び化石燃料に代わる太陽光発電・風力発電等の再生可能エネルギーの普及とい

った、温室効果ガス排出削減に対する取組を推進することが求められている。 
 

（２）その対策 
 住宅及び事業所における再生可能エネルギーの導入を促すため、市民への普及啓発を

行うとともに、公共施設における再生可能エネルギーの導入を推進していく。また、地

球温暖化に対する学習や温室効果ガス排出削減の啓発に努め、住民意識の高揚を図り、

市全体で温室効果ガス排出削減に向けた取組を行っていく。 
 
（３）計画 
事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

１１．再生可能

エネルギーの利

用の推進 

(２)過疎地域持続的発展

特別事業 

  基金積立 

過疎地域振興基金造成事業 宇陀市 

 

 
（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
 公共施設における再生可能エネルギーの導入等にあたっては、公共施設等総合管理計

画等との整合性を図るものとする。 
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１３．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 
 

（１）現況と問題点 
 近年においては、子育て、教育、人権、福祉、環境保全、防災、防犯、交通など多く

のまちづくりの分野で、地域内での連携や活動が重要となっている。これらの各分野で

市民が主体的にまちづくりに参加するためには、自分のまちに対する誇りと愛着を持ち

続けられるよう、市民の手による市民のためのまちづくりを進めていくことがますます

必要となっている。 

 

（２）その対策 
 本市では、住民と行政の協働によるまちづくりを行うために、まちづくり協議会を設

置して、分権時代に即した地域自治、協働の仕組みづくりを行うため、効率的かつ柔軟

で即応性の高い施策の展開を図っている。 
 今後、市民と行政が役割分担を明確にし、対等な立場でお互いが責任をもってまちづ

くりを行うことができるよう、積極的に住民活動を支援し、市民と行政が協働して公共

サービスの向上を目指していく必要がある。そして、これまで以上に多くの人々が世代

や地域などを越えて交流し、支え合い、助け合う暮らしを展開していくことが求められ

ている。 
 
（３）計画 
事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

１２．その他地域の

持続的発展に関し

必要な事項 

 

過疎地域振興基金造成事業 宇陀市 
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事業計画（令 和 ８ 年 度 ～令和１ ２年度）過疎地域持続的発展特別事業 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

１．移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

（４）過疎地域持続的

発展特別事業 

  移住・定住 

移住定住促進事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（４）過疎地域持続的

発展特別事業 

  地域間交流 

地域間交流促進事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（４）過疎地域持続的

発展特別事業 

  基金積立 

過疎地域振興基金造成

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

２．産業の振興 （１０）過疎地域持続的

発展特別事業 

第１次産業 

農業振興支援事業 奈良県 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

宮奥ダム施設整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（１０）過疎地域持続的

発展特別事業 

商工業・６次産業化 

商業等振興事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（１０）過疎地域持続的

発展特別事業 

観光 

観光拠点施設整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（１０）過疎地域持続的

発展特別事業 

企業誘致 

企業誘致支援事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（１０）過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 

産業・観光施設指定管理

委託事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

毛皮革産業振興事業 

宇陀市・宇陀市

菟田野毛皮革産

業振興協議会 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（１０）過疎地域持続的

発展特別事業 

  基金積立 

過疎地域振興基金造成

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

３．地域におけ

る情報化 

（２）過疎地域持続的

発展特別事業 

情報化 

情報配信推進事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（２）過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 

防災行政無線整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（２）過疎地域持続的

発展特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

４．交通施設

の整備、交通

手段の確保 

（９）過疎地域持続的

発展特別事業 

  公共交通 

地域公共交通対策事業 

宇陀市・宇陀市

社会福祉協議会

等 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（９）過疎地域持続的

発展特別事業 

  交通施設維持 

道路舗装維持補修事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（９）過疎地域持続的

発展特別事業 

  その他 

農道整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

林道整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

（９）過疎地域持続的

発展特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

５．生活環境の

整備 

(７)過疎地域持続的

発展特別事業 

   環境 

一般廃棄物処理施設整

備事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

(７)過疎地域持続的

発展特別事業 

   防災・防犯 

防災機能強化事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

庁舎等設備整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

消防施設等解体事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

(７)過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 

火葬場設備整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

墓地周辺整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

合併処理浄化槽整備補

助事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

(７)過疎地域持続的

発展特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

６．子育て環境

の確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

(８)過疎地域持続的

発展特別事業 

 高齢者・障害者福

祉 

 

高齢者福祉施設整備事

業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

高齢者福祉推進事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

(８)過疎地域持続的

発展特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

７．医療の確保 (３)過疎地域持続的

発展特別事業 

自治体病院 

地域医療提供体制推進

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

(３)過疎地域持続的

発展特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

８．教育の振興 (４)過疎地域持続的

発展特別事業 

義務教育 

教育環境整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

(４)過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 

公園施設等整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

スクールバス等運行事

業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

社会体育施設整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

集会施設等整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

集会施設等解体事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

旧教育施設整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

公園施設指定管理委託

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

(４)過疎地域持続的

発展特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

９．集落の整備 (２)過疎地域持続的

発展特別事業 

  集落整備 

集落支援事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

(２)過疎地域持続的

発展特別事業 

  基金積立 

過疎地域振興基金造成

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

１０．地域文化

の振興等 

(２)過疎地域持続的

発展特別事業 

地域文化振興 

 

文化振興施設指定管理

委託事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

文化財等保存事業 
宇陀市・文化財

所有者 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

文化振興施設整備事業 宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

(２)過疎地域持続的

発展特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

１１．再生可能

エネルギーの利

用の推進 

(２)過疎地域持続的

発展特別事業 

基金積立 

過疎地域振興基金造成

事業 
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 

１２．その他地

域の持続的発展

に関し必要な事

項 

 

過疎地域振興基金造成

事業  
宇陀市 

地域の持続的発展に資

する事業で効果が一過

性でない。 
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